
お申込み方法と保険料のお支払いについて

学業継続支援保険制度（扶養者団体用団体長期障害所得補償保険）へご加入を希望される
場合は、「加入依頼書」に必要事項をご記入・ご署名の上、同封の封筒にて取扱代理店へご返
信ください。

「加入依頼書」が、20●●年3月●●日までに取扱代理店へ到着したものは、
20●●年4月１日が保険責任開始となります。（お申込みは随時受付しています。4月以降は
毎月10日（休業日の場合は前営業日）に締切、翌日1日が保険責任開始日となります。

20●●年5月27日に１年分 の保険料をご指定の口座から振替いたします。中途加入の場合は、
保険責任開始月の翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に振替となります。

保険責任開始日以降、加入者証を保護者（学費負担者）の方に発行、送付させていただきま
す。 なお、この保険は、●●中学高等学校を契約者とする団体保険となりますので、保険証
券は契約者に発行されます。

①加入お申込み

③保険料振替

②保険責任開始
2025年3月3１日

④加入者証発行

(1) 保険料はご指定の口座から毎年５月２７日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に１年分の保険料を振替いたします。
(2) 残高不足等により保険料の振替ができなかった場合には、翌月の２７日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に再度振替いたします。
(3) 初回保険料の振替が２ヵ月連続してできなかった場合には、保険金をお支払いできません。
(4) 前記(3)に該当する場合には、契約者と引受保険会社の協定に基づきこの保険から脱退の取扱いとなりますのでご注意ください。

●●中学高等学校を退学される場合は、取扱代理店またはキャピタル損害保険までご連絡いただき、脱退のお手続きを行ってください。退学されま
すと、この団体保険の加入資格を失いますので、資格喪失後に発生した就業障害に対する保険金はお支払いできません。なお、退学日以降に引き
落とされました保険料のお取扱いにつきましては、重要事項等説明書P3「注意喚起情報のご説明 ５．中途脱退と返戻金」をご確認ください。

⚫このパンフレットは扶養者団体用団体長期障害所得補償保険の概要をご紹介したものです。詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。ご契約手
続き、保険金のお支払条件、その他ご不明な点がありましたら取扱代理店またはキャピタル損害保険にご照会ください。

⚫取扱代理店はキャピタル損害保険との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契
約の管理業務などの代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、キャピタル

損害保険と直接契約されたものとなります。

⚫●●中学高等学校は一般財団法人東京私立中学高等学校協会の加盟校です。

■保険の内容に関するお問い合わせ・ご相談

【取扱代理店】 有限会社 サン・グレイス 担当:松谷
〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場3-2-14-510

 

0120-777-970

【引受保険会社】～保険の内容に関するお問い合わせ・ご相談は～
◆当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解

決機関である日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結してい
ます。当社との間で問題を解決できない場合には、日本損害保険協
会に解決の申し立てを行なうことができます。

 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽＡＤＲセンター

電話番号：0570-022808[ﾅﾋﾞﾀﾞｲﾔﾙ]

受付時間：平日9：15～17：00（土日祝日除く）
※詳しくは日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

（https://www.sonpo.or.jp/)
◆保険会社への苦情・ご相談は、下記へご連絡ください。

受付時間：平日9：00～17：00（土日祝日を除く）
0120-777-970

〒102-0073 東京都千代田区九段北一丁目8番10号
住友不動産九段ビル11階

TEL  03-5276-5602 FAX 03-5276-5609
 URL https://www.capital-sonpo.co.jp 

営業部門 担当：松原

●●中学高等学校
学業継続支援保険制度

（扶養者団体用団体長期障害所得補償保険)

学業継続支援保険制度は、扶養者の皆様が長期療養により働けなく
なった場合に、学費や生活費相当分を補償し、生徒の皆さんの
学園生活の継続を、卒業までしっかりサポートする制度です。

入学された生徒お一人おひとりの卒業を全面的にバックアップします。
両親の病気やケガによる経済的な困難にあっても、「あきらめない」・
「学業継続」の環境を実現できます。

中学生用

「こども総合保険」「生命保険」と「学業継続支援保険制度」の比較

1

2 次にそれぞれのメリットとデメリットを整理してみます。

● 死亡時に補償 ● 死亡時に補償 ● 働けない状況時に補償

● 病気、ケガでの死亡補償がある ● 病気、ケガでの死亡補償がある ● 病気、ケガとも補償がある

● ケガで死亡の場合、一時金と学業継続金が補償 ● 入院時の保障 ● 働けないのは入院だけでなく、自宅療養も補償

● 最近多いうつ病の補償もある

● 働けない状況時の補償がない ● 自宅（在宅）療養時には補償がない ● 死亡時の保障はありません　

学費が支払えなくなるという急激な環境の変化が扶養者におこるリスクとしては、大きく分けて死亡と病気やケガにより生存していながら収入がなくなる
ことが考えられます。補償として考えた場合の比較をしてみました。

生徒総合補償制度 生命保険 学業継続支援保険制度

生命保険

×

×

学業継続支援保険制度

死　　　　　亡

○
●育英費用保険金

●学資費用保険金

×

生命保険

○

メリット

デメリット

○

生徒総合補償制度 学業継続支援保険制度

自 宅 療 養
生徒総合補償制度 学業継続支援保険制度

× ○

入　　　　院

生命保険

○

○

制度名

ケ　　ガ
（交通事故）

病　　気

生徒総合補償制度

×

×○

○

×
○

●疾病学資費用保

険金

×○

提 出 締 切 日
提 出 先
保険責任開始日

： ２０●●年３月●●日（金）
： 有限会社 サン・グレイス
： ２０●●年4月１日（月）

契 約 者
引受保険会社

：●●中学高等学校
：

TEL 03-5937-1807 受付時間：9時～17時（土日祝日は除く）

 2024年10月2日作成Hｂ427-24-0031



加入依頼書 記入例
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■赤枠内をご記入ください お子様の進級に応じて対象期間短くするときも、
お手続きが必要となります！

< 表 >

< 裏 >

-6-

学費負担者名義の口座を
ご記入ください。
（他の方の口座はお引受
できません）

ご希望のプランの□に
チェックし
対象期間の年数と、
保険料をご記入ください。

学費を負担されている方の
氏名漢字（フリガナ）、住所、
生年月日、性別をご記入ください。

学生の氏名、漢字（フリガナ）をご記入ください。学年に○を
ご記入ください。

【健康状態】の質問事項に
「あり（はい）」、または「いいえ（なし）」に

○をしてご回答ください。

他の所得補償保険に
ご加入の方は「はい」に○をつ
け詳細をご記入ください。

告知日をご記入のうえご署名ください。
★告知日を忘れずにご記入ください。
（告知日とは告知事項をご記入いただく日です。）

１

P

o i n t

生活保護を開始する主な原因、その場合のお子様の学園生活は?

親の病気やケガにより発生するキャッシュフローリスク

親が体調を崩した時、学校生活をしっかり支え、
子供の進路を変更せず卒業まで導くための制度を作る。
これが学業継続支援保険制度の「発祥の理由」です。

【扶養者が病気・ケガによる(*)就業障害で収入が得られないキャッシュフローリスクをカバーできます！】

親がキャッシュフローリスクに備えること それは家族の生活を守る一助になります。

若いから生活保護な
んて想像しなかった
けど傷病が生活保護
の開始の原因となる
なんてビックリ！子供
の成長過程はせめて
健康でいたいわ？

※厚生労働省のデータをそのまま使用しているため、合計が100％に満たない場合もあります。

入院だけでなく
※自宅療養でも保険金
がでるなら医療保険より
範囲が広いんだね!

なるほどね、
うつ病やがん入院以外でも
補償になるなら安心ね!

もしも世帯主が もしも世帯主が

亡くなったら… 働けなくなったら…

生命保険 死亡保険金が支払われる 高度障害のみ支払／保険料支払いは続く

住宅ローン 団体信用保険により完済される 返済は続き、支払えず家を手放すケースも

医療費用 支払いは終了 支払いは続く

会社/組合 弔慰金等の一時金・死亡退職金 休職期間終了後、収入が途絶える

家族 働いて収入を得る事も可能 看護等で働くことができない可能性も

上記の死亡保険金で賄う 支払いは続き進学への影響あり学費



1年あたりの年払保険料について ２
P

o i n t

知られていない長期療養リスクのお話し

（注１）保険料は、保険責任開始日時点の満年齢でご確認ください。
（注２）保険責任開始日時点の加入者数により保険料が変更になる場合があります。

                           

保険料は、扶養者（保護者）の方の年齢、性別によって異なります。
お申込に際しては、下記保険料表をご確認ください。

（注3）６０歳以上の扶養者の方は【取扱代理店】または【引受保険会社】にお問合せください。
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●期間別の長期療養発生人数（10万人あたり）※

入院費は生命保険でなんとかなるとして、
自宅で長期療養中の補償が受けられる
保険には入っていたかしら？

長期療養となる傷病は?
ケガは少ないが意外と多い働き盛りの病気３

P
o i n t

●長期療養の具体的な疾患として、精神疾患、悪性新生物(がん)、心疾患・脳血管疾患を含む循環器
系疾患 が多く、長期療養となった疾患のうちの約80％を占めます。

●脊椎・椎間板系や骨折・損傷等の腰椎を中心とした骨にかかわる傷病が約9％を占めております。
●政府は伸び続ける医療費抑制のため、在宅医療(自宅療養)を推進しています。

本制度は入院中だけではなく※自宅療養も補償の対象としていますのでご安心いただけます。
※医師の指示による場合のみ

キャピタル損害保険の保険金お支払いデータ（メンタル疾患含む）より
2024年3月末時点

保護者のケガ・病気によるご子息、ご息女の
就学困難を支援する制度です！！
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※長期療養発生人数：被保険者数ベースキャピタル損害保険の保険金支払データより
（2014年4月1日～2024年3月31日）

この発生人数をベースに東京都の全私立中学校（※ 184校81,257名）
高等学校（※ 237校172,725名）で推測すると 全中学校で56名以上、全高等学校
では119名以上の保護者の方が長期療養になる可能性があるといえます。
保険会社のデータで長期療養の必要となる病名は下記に記載しておりますが、
働けない期間が平均19ヶ月におよぶことから、ご卒業までの3年間において
病気やケガに対する療養等の学費の補償をこの機会にご検討ください。
※一般財団法人東京都私立中学高等学校協会より

期間別 長期療養発生人数

1年以上3年未満 52件

3年以上 17件
扶養者の性別

学費補償 学費補償

+ +

交通費補償
プラン

交通費補償
プラン

62,500円 82,500円 250,000円 月額保険金額 250,000円 82,500円 62,500円
年齢 （歳）

10,656 14,064 42,600 35～39 38,400 12,684 9,612
14,484 19,116 57,900 40～44 57,600 19,008 14,400
20,400 26,928 81,600 45～49 84,000 27,720 21,000
27,000 35,640 108,000 50～54 109,200 36,036 27,300
37,800 49,896 151,200 55～59 144,600 47,724 36,156

扶養者の性別

学費補償プラン 学費補償プラン

+ +

交通費補償プラ
ン

交通費補償プラ
ン

62,500円 82,500円 250,000円 月額保険金額 250,000円 82,500円 62,500円
年齢 （歳）

9,972 13,164 39,900 35～39 35,700 11,784 8,928
13,500 17,820 54,000 40～44 52,200 17,232 13,056
18,828 24,852 75,300 45～49 75,600 24,948 18,900
24,528 32,376 98,100 50～54 97,500 32,184 24,384
33,900 44,748 135,600 55～59 128,400 42,372 32,100

扶養者の性別

学費補償 学費補償

+ +

交通費補償
プラン

交通費補償
プラン

62,500円 82,500円 250,000円 月額保険金額 250,000円 82,500円 62,500円
年齢 （歳）

9,300 12,276 37,200 35～39 32,400 10,704 8,112
12,384 16,344 49,500 40～44 47,100 15,540 11,772
16,944 22,368 67,800 45～49 67,200 22,176 16,800
21,828 28,812 87,300 50～54 85,500 28,224 21,384
29,700 39,204 118,800 55～59 111,300 36,732 27,828

扶養者の性別

学費補償 学費補償

+ +

交通費補償
プラン

交通費補償
プラン

62,500円 82,500円 250,000円 月額保険金額 250,000円 82,500円 62,500円
年齢 （歳）

8,400 11,088 33,600 35～39 29,100 9,612 7,284
11,100 14,652 44,400 40～44 41,100 13,560 10,272
15,072 19,896 60,300 45～49 57,900 19,116 14,484
18,972 25,044 75,900 50～54 72,900 24,060 18,228
25,044 33,060 100,200 55～59 92,700 30,588 23,172

扶養者の性別

学費補償 学費補償

+ +

交通費補償
プラン

交通費補償
プラン

62,500円 82,500円 250,000円 月額保険金額 250,000円 82,500円 62,500円
年齢 （歳）

7,428 9,804 29,700 35～39 24,900 8,220 6,228
9,600 12,672 38,400 40～44 34,800 11,484 8,700
12,672 16,728 50,700 45～49 47,100 15,552 11,784
15,528 20,496 62,100 50～54 58,800 19,404 14,700
19,944 26,328 79,800 55～59 72,600 23,964 18,156

扶養者の性別

学費補償 学費補償

+ +

交通費補償
プラン

交通費補償
プラン

62,500円 82,500円 250,000円 月額保険金額 250,000円 82,500円 62,500円
年齢 （歳）

6,228 8,220 24,900 35～39 20,100 6,636 5,028
7,800 10,296 31,200 40～44 26,700 8,808 6,672
9,972 13,164 39,900 45～49 35,100 11,592 8,784
11,628 15,348 46,500 50～54 42,000 13,860 10,500
14,172 18,708 56,700 55～59 49,500 16,332 12,372

１年間の保険料 １年間の保険料

対象期間６年間（保険金お支払限度期間）

男　　性  女　　性

学費補償
プラン

学校生活
補償プラン

プラン
学校生活
補償プラン

学費補償
プラン

１年間の保険料 １年間の保険料

対象期間５年間（保険金お支払限度期間）

男　　性  女　　性

学費補償プラン 学校生活補償プラン プラン 学校生活補償プラン 学費補償プラン

１年間の保険料 １年間の保険料

１年間の保険料 １年間の保険料

対象期間１年間（保険金お支払限度期間）

男　　性  女　　性

学費補償
プラン

学校生活
補償プラン

プラン
学校生活
補償プラン

学費補償
プラン

１年間の保険料 １年間の保険料

対象期間２年間（保険金お支払限度期間）

男　　性  女　　性

学費補償
プラン

学校生活
補償プラン

プラン
学校生活
補償プラン

学費補償
プラン

１年間の保険料 １年間の保険料

対象期間３年間（保険金お支払限度期間）

男　　性  女　　性

学費補償
プラン

学校生活
補償プラン

プラン
学校生活
補償プラン

学費補償
プラン

対象期間４年間（保険金お支払限度期間）

男　　性  女　　性

学費補償
プラン

学校生活
補償プラン

プラン
学校生活
補償プラン

学費補償
プラン

各校で設定した額で設定の
ため、金額は異なります。



「学業継続支援保険制度」とは ご加入例

「学業継続支援保険制度」の特長

下記３つの中から選択いただき、ご加入いただくプランとなっております。

対象期間をお選びいただけます（保険金お支払限度期間）

健
康
時
の
年
収
の
１
／
12

学校生活補償プラン 月々250,000円補償
（授業料だけでなくある程度の生活維持資金を確保できるプラン）

学費補償＋交通費補償プラン 月々82,500円補償
（年間の授業料に交通費として2万円を上乗せしたプラン）

学費補償プラン 月々62,500円補償
（年間の授業料にあわせたプラン）

支
払
対
象
外
期
間

１年間 2年間 3年間

会
社
か
ら
の
給
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３０日

就業障害(＊)発生

※上記の補償イメージ図はこの制度を分かりやすくするために簡略化したものです。
※月々の補償額は年収の1/12の60％の範囲内となるように設定してください。
※保険金のお支払いの対象とならない傷病がございます。

詳しくは重要事項等説明書P1 「契約概要のご説明 保険金をお支払いできない主な場合」を
ご参照ください。

(*) 就業障害とは、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が生じている状態をいいます。

詳しくは重要事項等説明書P.1「契約概要のご説明 保険金をお支払いする場合」をご参照ください。

最
長
６
年
間

1.入院中だけでなく自宅療養中も補償
入院中に限らず医師の指示による自宅療養・リハビリテーション中でも、保険金
のお支払条件を満たす場合は補償の対象となります。

2.簡単な加入手続き
  医師による診断は不要です。所定の告知書の質問に正確にお答えいただき、
  ご署名いただくだけでご加入いただけます。
  ただし、告知の内容によっては、ご加入をお断りする場合や特別な条件を
  つけてお引受けさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
  既加入者の皆様は前年と同一条件で加入を継続される場合には、加入依頼書の

    提出は不要です。

3.保険料は介護医療保険料控除の対象
保険料は介護医療保険料控除（介護医療保険料控除は生命保険料控除制度の
一部です）の対象となります。他の介護医療保険料控除の対象契約の保険料と合算し、
所得税については年間最高４万円が住民税については年間最高２万８千円が、所得
金額から控除されます。

4.保険金は全額非課税
  お受取りになる保険金は全額非課税です。

5.精神障害も補償
   気分障害（躁病、うつ病など）、不安障害、統合失調症など一部の精神障害による
    就業障害は補償の対象となります。ただし、保険金のお支払いは最長で1年間

となります。詳しくは重要事項等説明書Ｐ3「注意喚起情報のご説明 3.保険金
をお支払いできない主な場合（支払対象外事由）」をご参照ください。

これなら
卒業まで
安心だね!!

-3-
-4-

就業障害(*)
発生 支払対象外期間

3０日

保険金のお支払開始

就業障害状態が継続している限り最長６年間まで毎月保険金をお支払します。

学校生活補償プラン（授業料だけではなくある程度の生活維持資金を確保できるプラン）月々250,000円を補償

４5歳 男性 既婚（年収6００万円）

保護者の方がお仕事をすることが可能になるまでの期間が最長６年間（支払対象外

期間30日経過後）の場合、補償される保険金総額は

○ 保険金月額 250,000円×12ヶ月×６年間＝18,000,000円

○ 年払保険料 42,600円

⇒学業継続支援保険制度でサポート

保険金お支払い事例

営業職 ５０代男性 A様

急性心筋梗塞発作を起こし緊急入院しました。
手術後もしばらく入院し、退院後も治療・経過観
察が続きました。仕事に復帰したのは発症から３
年後となりました。

事務職 ４０代女性 B様

胸のしこりに気づき病院で検査をしたところ、良性の腫瘍と診断。
５ヶ月後の再検査の際に乳がん発覚。
自宅療養しつつホルモン療法、抗がん剤治療。
約６ヶ月間保険金を受け取り、発症から２年で職場復帰できました。

学費補償＋交通費補償プラン（年間の授業料に交通費として2万円を上乗せしたプラン）月々８2,500円を補償

学費補償プラン（年間の授業料にあわせたプラン）月々62,500円を補償

+

３６歳 男性 既婚（年収４７０万円）

保護者の方がお仕事をすることが可能になるまでの期間が最長６年間（支払対象外

期間30日経過後）の場合、補償される保険金総額は

○ 保険金月額 82,500円×12ヶ月×６年間＝5,940,000円

○ 年払保険料 14,064円

⇒学業継続支援保険制度でサポート

４３歳 男性 既婚（年収５００万円）

保護者の方がお仕事をすることが可能になるまでの期間が最長６年間（支払対象外

期間30日経過後）の場合、補償される保険金総額は

○ 保険金月額 62,500円×12ヶ月×６年間＝4,500,000円

○ 年払保険料 10,656円
⇒学業継続支援保険制度でサポート

4年間 5年間 6年間
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